




 

事 務 連 絡 

令和７年９月１日 

 

 

都道府県 

各 指定都市 障害福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局   

障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

 

障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告に関する 

システムの運用開始に係る対応等について（周知） 

 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上

げます。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉

法の一部を改正する法律（平成 28年法律第 65号。以下「一部改正法」という。）

及び関係法令が平成 30年４月１日に施行されるに当たり、一部改正法による改

正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123号）第 76条の３の規定による情報公表対象サービス等の経営情報

の報告及び一部改正法による改正後の児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第

33条の 18の規定による情報公表対象支援の経営情報の報告（以下「経営情報の

見える化」という。）については、「障害福祉サービス等情報公表制度の施行につ

いて」（平成 30年４月 23日付障障発 0423第１号。）において、障害福祉サービ

ス等情報公表システムを用いて行うことをお示ししたところです。 

つきましては、経営情報の見える化の運用開始に係るスケジュールや、貴自治

体において周知をお願いしたい事項について、下記のとおりお示ししますので、

御了知の上、管内の障害福祉サービス等事業所へ周知をお願いいたします。 

 

 

記 
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１．経営情報の見える化の運用開始に係るスケジュール 

 経営情報の見える化の運用開始に係るスケジュール等は、以下を予定してい

ます。 

 令和７年８月 29日（金） 経営情報の見える化の運用開始（障害福祉サービ

ス等事業所から各都道府県等への報告について、

システム入力開始） 

              システム操作マニュアル、記入要領の発出 

 令和８年３月 31日（火） 経営情報の見える化の報告期限（障害福祉サービ

ス等事業所から各都道府県等への報告期限） 

 令和８年４月以降     公表（全国の障害福祉サービス等事業所から各都

道府県等へ報告された情報のグルーピングした

分析結果を国が公表（※１）） 

 

（※１）各都道府県等が管内の障害福祉サービス等事業者から報告された情

報を公表する方法等につきましては、追ってご連絡いたします。 

 

２．都道府県等において周知をお願いしたい事項 

（１）システム入力にあたっての参考資料等 

  障害福祉サービス等事業者が適切に経営情報を報告していただくために、

以下の資料について、管内の障害福祉サービス等事業所への周知をお願いい

たします。 

  ① 「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」（平成 30 年４月

23日付障障発 0423第１号。） 

    https://www.mhlw.go.jp/content/001552994.pdf 

 

  ② 「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」に係る都道

府県等・障害福祉サービス等事業者向け説明会（令和７年８月４日開催）

の動画及び資料 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60356.html 

 

  ③ 障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板（システム操作マニ

ュアル、記入要領、ヘルプデスク等の掲載場所） 

    ＜都道府県等向け＞ 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/ 

    ＜障害福祉サービス等事業者向けページ＞ 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/

jigyo/ 

https://www.mhlw.go.jp/content/001552994.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60356.html
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/
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  ④ 障害福祉サービス等情報公表システムヘルプデスク 

    ＜電話番号＞ 

0570-666-081 ※受付時間：平日 9:00～17:00 

＜都道府県等向けお問い合わせフォーム＞ 

https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/ssinq.nsf/fInquir

y?Open 

＜障害福祉サービス等事業者向けお問い合わせフォーム＞ 

https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInqui

ry?Open 

 

（２）令和７年度中に経営情報の見える化において報告する決算情報 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

（平成 18年厚生労働省令第 19号）及び児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生

労働省令第 11号）の附則において、令和８年３月 31日までの間は、経営情報

の見える化の報告期限を通常、毎会計年度終了後３ヶ月以内としているとこ

ろ、令和８年３月 31日までと読み替えるものとしております。 

  当該規定に基づき、まずは、障害福祉サービス等事業所におかれては、令和

８年３月 31日までに「令和６年度決算情報」を各都道府県等へ報告してくだ

さい。 

  なお、経営情報の見える化において、「令和Ｘ年度決算情報」とは、会計年

度の始期が令和Ｘ年に始まることといたします。 

  （例） 

○ 令和６年度決算情報 

会計年度の始期が「令和６年１月～12 月」である障害福祉サービス

等事業所 

     → 会計年度が、令和６年１～12月、令和６年４月～令和７年３月、

令和６年 10月～令和７年９月等の障害福祉サービス等事業所 

   ○ 令和７年度決算情報 

会計年度の始期が「令和７年１月～12 月」である障害福祉サービス

等事業所 

     → 会計年度が、令和７年１～12月、令和７年４月～令和８年３月、

令和７年 10月～令和８年９月等の障害福祉サービス等事業所 

 

https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/ssinq.nsf/fInquiry?Open
https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/ssinq.nsf/fInquiry?Open
https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInquiry?Open
https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInquiry?Open


障害福祉サービス等事業者の皆さまへ

障害福祉サービス等情報公表制度は、利用者の障害福祉サービス等事業者の選択に役立つよう、

事業者に障害福祉サービス等情報の報告を求めるものです。

今回の見直しにより、障害福祉サービス経営の健全性等の情報を提供するため、障害福祉サービ

ス等事業者の皆さまには、職員の一人あたり賃金の報告にご協力をお願いします。

障害福祉サービス等事業者の経営情報の報告・公表

令和７年度より、経営情報の報告・公表のための

新たな２つの制度が始まりました！

１. 【新設】 障害福祉サービス事業者の経営情報データベース

厚生労働省では、障害福祉サービス等事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく

様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、障害福祉サービス等事業者の経営

情報のデータベースを整備し、令和７(2025)年８月から運用を開始しました。

障害福祉サービス事業者の皆さまには、以下の経営情報の報告をお願いします。

主な報告事項 報告手段

・収益・費用の内容

・職員の職種別人員数

・職種別給与(※任意での報告事項)

など

障害福祉サービス等情報公表システム

報告期限

毎会計年度終了後、３か月以内

※初年度は、令和８年３月末まで

２. 【見直し】 障害福祉サービス等情報公表制度の見直し

新たな報告事項 報告手段

・職員の一人あたりの賃金

(※任意での報告事項) 障害福祉サービス等情報公表システム

報告期限

毎年度

(提出期限は都道府県ごとに異なります)

裏面もご確認ください



制度に関するＱ＆Ａ

原則、サービス単位でご報告ください。

ただし、サービス単位や事業所単位で会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合は事業
所単位や法人単位でご報告いただいても差し支えありません。

報告の単位はサービス単位ですか？事業所や法人ごとですか？Q3

経営情報のデータベースについては、障害福祉サービス等について、国民による現状・実態の理解
を促進するとともに、必要なサービスの利用機会が確保されるよう、事業者の経営状況の実態を踏
まえた政策の検討や、物価上昇・災害・新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた支援策の検討等
を行う上で、３年に１度の経営実態調査を補完し、経営情報を収集・把握するために令和６年度に
整備いたしました。

なぜ経営情報を報告するのですか？Q1

経営情報の公表にあたっては、個別の事業所ごとに公表するのではなく、情報公表システム上の経
営情報データベースを活用し、グルーピングした分析結果を公表するため、個人や事業所が特定さ
れる形で公表されることはありません。

報告した経営情報はどのように活用されますか？Q2

就労選択支援の報告に関するお知らせ

令和７年10月より、障害福祉サービスに「就労選択支援」が追加されます。

障害福祉サービス等情報公表制度については、通常、サービスの提供を開始し

ようとするときに事業所の基本情報を管轄の都道府県知事等へ報告するものであ

り、就労選択支援事業所についても情報公表制度の対象サービスに含まれます。

しかし、現在、就労選択支援事業所からの報告及び公表を行うため、情報公表

システムを改修しておりますので、令和７年10月１日時点では、報告いただく必

要はございません。

なお、具体的な報告開始時期等については、追って周知を予定しておりますが、

情報公表システムにおいて、報告、公表する機能が整備されるまでの間は、情報

公表未報告減算を適用しない取扱いといたします。

※ ご質問等は、管轄の都道府県等、または、障害福祉サービス等情報公表システムヘルプデスクまでお問い合わせください。

【障害福祉サービス等情報公表システムヘルプデスク】

＜電話番号＞ 0570-666-081 ※受付時間：平日9:00～17:00

＜お問い合わせフォーム＞

・ 都道府県等向け ⇒ https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/ssinq.nsf/fInquiry?Open

・ 障害福祉サービス等事業者向け ⇒ https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInquiry?Open

https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/ssinq.nsf/fInquiry?Open
https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInquiry?Open


障害福祉サービス等情報公表システム
主な変更点について（報酬改定）

2025年度

2025年5月

社会福祉法人用
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１．変更概要

目次

（１）「職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者１人当たりの利用者数等」の項目追加

（１）「障害福祉サービス等を提供している日時」の対象サービスの変更

・・・・ 2

・・・・ 3

・・・・ 8

３．サービス内容に関する事項

２．従業者に関する事項

（２）「1人当たり賃金」の項目追加 ・・・・ 4

（３）「資格等を有している従業者の数」への項目追加 ・・・・ 5

（４）「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」への項目追加 ・・・・ 6

・・・・ 7

（２）「サービスの内容等」への項目追加、変更

・・・・ 13（３）「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」への項目追加、変更

（４）「サービス別の項目」への項目追加、変更

（５）「就労継続支援Ａ型における運営状況の評価（スコア）」の表示位置の変更

（１）「(2)障害福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項」への項目追加

４．事業所運営に関する事項

・・・・ 19

・・・・ 21

・・・・ 22
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、障害福祉サービス等情報公表システムへの報酬改定等の項目追加、削除、変更を行
いました。

主な変更箇所は以下のとおりです。
○「従業者に関する事項」タブ

・「職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者１人当たりの利用者数等」への項目追加
・「1人当たり賃金」の項目追加
・「資格等を有している従業者の数」への項目追加
・「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」への項目追加

○「サービス内容に関する事項」タブ
・「障害福祉サービス等を提供している日時」の対象サービスの変更
・「サービスの内容等」への項目追加、変更
・「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」への項目追加、変更
・「サービス別の項目」への項目追加、変更
・「就労継続支援Ａ型における運営状況の評価（スコア）」の表示位置の変更

○「事業所運営に関する事項」タブ
・「(2)障害福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項」への項目追加

１．変更概要
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（１）「職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者１人当たりの利用者数等」の項目追加

２．従業者に関する事項

「職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者１人当たりの利用者数等」に項目を追加しました。

以下の項目を追加しました。
・障害者ピアサポート研修修了者（障害者又は障害者であった者）
・障害者ピアサポート研修修了者（その他）

入力対象となるサービスは以下となります。
共
同
生
活
援
助

自
立
生
活
援
助

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

地
域
相
談
支
援
（

地
域
移
行
支
援
）

地
域
相
談
支
援
（

地
域
定
着
支
援
）

計
画
相
談
支
援

障
害
児
相
談
支
援

障害者ピアサポート研修修了者（障害者又は障害者であった者） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
障害者ピアサポート研修修了者（その他） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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（２）「1人当たり賃金」の項目追加

２．従業者に関する事項

「1人当た賃金」の項目を追加しました。
以下の項目を追加しました。
・設置主体
・報告の単位
・職種
・具体的な職種
・常勤・非常勤
・平均勤続年数
・平均年齢
・一人当たり賃金（月額）

入力対象となるサービスは「全サービス」となります。

「職種」から「一人当たり賃金（月額）」までの項目は、
全部で５つまで入力することができます。

「職種」欄で「その他」を選択することで、「具
体的な職種」を入力することができます。
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（３）「資格等を有している従業者の数」への項目追加

２．従業者に関する事項

「資格等を有している従業者の数」に項目を追加しました。

以下の項目を追加しました。
・高次脳機能障害支援養成研修修了者
・障害者ピアサポート研修修了者（障害者又は障害者であった者
・障害者ピアサポート研修修了者（その他）
・強度行動障害支援者養成研修修了者
・精神障害関係従事者養成研修修了者
・精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修修了者
・精神障害者の地域移行関係職員に対する研修修了者

入力対象となるサービスは以下となります。

生
活
介
護

施
設
入
所
支
援

共
同
生
活
援
助

自
立
生
活
援
助

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

地
域
相
談
支
援
（

地
域
移
行
支
援
）

地
域
相
談
支
援
（

地
域
定
着
支
援
）

計
画
相
談
支
援

障
害
児
相
談
支
援

高次脳機能障害支援養成研修修了者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
障害者ピアサポート研修修了者（障害者又は障害者であった者） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
障害者ピアサポート研修修了者（その他） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
強度行動障害支援者養成研修修了者 ● ●
精神障害関係従事者養成研修修了者 ● ●
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修修了者 ● ●
精神障害者の地域移行関係職員に対する研修修了者 ● ●
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（４）「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」への項目追加

２．従業者に関する事項

「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」に項目を追加しました。

以下の項目を追加しました。
・高次脳機能障害支援養成研修の修了者数

入力対象となるサービスは以下となります。

生
活
介
護

施
設
入
所
支
援

共
同
生
活
援
助

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

宿
泊
型
自
立
訓
練

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

計
画
相
談
支
援

障
害
児
相
談
支
援

高次脳機能障害支援養成研修の修了者数 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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（１）「障害福祉サービス等を提供している日時」の対象サービスの変更

３．サービス内容に関する事項

「障害福祉サービス等を提供している日時」の「定休日」を入力する対象サービスを変更しました。

以下のサービスを入力する対象サービスとして追加しました。
・共同生活援助



8

（２）「サービスの内容等」への項目追加、変更

３．サービス内容に関する事項

「サービスの内容等」に項目を追加しました。

以下の項目を追加しました。
・緊急時受入加算

入力対象となるサービスは以下となります。
生
活
介
護

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

緊急時受入加算 ● ● ● ● ● ●
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（２）「サービスの内容等」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

「サービスの内容等」に項目の追加、変更を行いました。

以下の項目の追加、変更を行いました。
①「機能強化型サービス利用支援費Ⅰ～Ⅳ」を

「障害児相談支援」の入力対象外に変更
②「機能強化型障害児支援利用援助費Ⅰ～Ⅳ」を

追加（ 「障害児相談支援」の入力対象）
③「主任相談支援専門員配置加算」を「主任相談支

援専門員配置加算Ⅰ、Ⅱ」に細分化
④「行動障害支援体制加算」を「行動障害支援体制

加算Ⅰ、Ⅱ」に細分化
⑤「要医療児者支援体制加算」を「要医療児者支援

体制加算Ⅰ、Ⅱ 」に細分化
⑥「高次脳機能障害支援体制加算Ⅰ、Ⅱ」を追加
⑦「精神障害者支援体制加算」を「精神障害者支援

体制加算Ⅰ、Ⅱ」に細分化

※細分化した項目（③④⑤⑦）について、細分化前の
項目からのデータ移行は行っておりません。

②

④

⑤

⑥

⑦

③

入力対象となるサービスは以下となります。
計
画
相
談
支
援

障
害
児
相
談
支
援

機能強化型障害児支援利用援助費Ⅰ ●
機能強化型障害児支援利用援助費Ⅱ ●
機能強化型障害児支援利用援助費Ⅲ ●
機能強化型障害児支援利用援助費Ⅳ ●
主任相談支援専門員配置加算Ⅰ ● ●
主任相談支援専門員配置加算Ⅱ ● ●
行動障害支援体制加算Ⅰ ● ●
行動障害支援体制加算Ⅱ ● ●
要医療児者支援体制加算Ⅰ ● ●
要医療児者支援体制加算Ⅱ ● ●
高次脳機能障害支援体制加算Ⅰ ● ●
高次脳機能障害支援体制加算Ⅱ ● ●
精神障害者支援体制加算Ⅰ ● ●
精神障害者支援体制加算Ⅱ ● ●
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（２）「サービスの内容等」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

「サービスの内容等」の「ピアサポート実施加算」を入力する対象サービスを変更しました。

以下のサービスを入力する対象サービスとして追加しました。
・共同生活援助
・自立訓練（機能訓練）
・自立訓練（生活訓練）
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（２）「サービスの内容等」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

「サービスの内容等」に項目の追加、変更を行いました。

以下の項目の追加、変更を行いました。
・「福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）」を 「福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）」
に変更

※変更前の項目からのデータ移行は行っておりません。

入力対象となるサービスは以下となります。

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

療
養
介
護

生
活
介
護

短
期
入
所

施
設
入
所
支
援

共
同
生
活
援
助

自
立
生
活
援
助

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

宿
泊
型
自
立
訓
練

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

就
労
定
着
支
援

児
童
発
達
支
援

医
療
型
児
童
発
達
支
援

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

保
育
所
等
訪
問
支
援

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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（２）「サービスの内容等」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

「サービスの内容等」に項目の追加、変更を行いました。

以下の項目の追加、変更を行いました。
・「高次脳機能障害者支援体制加算」を追加
・「リハビリテーション加算」を 「リハビリテーション加算（Ⅰ）、（Ⅱ）」に変更
※変更前の項目からのデータ移行は行っておりません。

・「個別計画訓練支援加算（Ⅰ）、（Ⅱ）」を追加

入力対象となるサービスは以下となります。
生
活
介
護

施
設
入
所
支
援

共
同
生
活
援
助

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

宿
泊
型
自
立
訓
練

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

高次脳機能障害者支援体制加算 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
リハビリテーション加算（Ⅰ） ● ●
リハビリテーション加算（Ⅱ） ● ●
個別計画訓練支援加算（Ⅰ） ● ●
個別計画訓練支援加算（Ⅱ） ● ●
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（３）「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」への項目追加、変更

３．サービス内容に関する事項

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の職場環境等要件に係る主な取組」の名称を「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」
へ変更し、各入力項目の変更を行いました。

変更前 変更後

各項目の「あり」を選択すると、「具体的な取
組内容」を入力することができます。

ア）入職促進に向けた取組
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（３）「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

変更前 変更後

イ）資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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（３）「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

変更前 変更後

ウ）両立支援・多様な働き方の推進
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（３）「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

変更前 変更後

エ）腰痛を含む心身の健康管理
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（３）「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

変更前 変更後

オ）生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための業務改善の取組
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（３）「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

変更前 変更後

カ）やりがい・働きがいの構成
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（４）「サービス別の項目」への項目追加、変更

３．サービス内容に関する事項

「サービス別の項目」に項目の追加、変更を行いました。 以下の項目の追加、変更を行いました。
・「⑴「地域連携推進会議の実施状況」欄の追加

・実施した直近の年月日
・当該結果の開示状況

・当該結果の記録 （※1）

・地域連携推進会議の記録
・当該会議の記録

・「⑵「外部の者による評価又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものの評価の実施状況」欄の追加
・実施した直近の年月日
・当該結果の開示状況

・当該結果の記録 （※1）

・外部の者による評価又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものの評価の記録
・当該会議の記録 （※1）

・移行支援住居の有無
（※1）1つ前の項目が「あり」の場合、PDFファイルのアップロード、ダウンロードができます。

入力対象となるサービスは以下となります。
施
設
入
所
支
援

共
同
生
活
援
助

 ⑴「地域連携推進会議の実施状況」 ● ●
実施した直近の年月日 ● ●
当該結果の開示状況 ● ●
当該結果の記録 ● ●

地域連携推進会議の記録 ● ●
当該会議の記録 ● ●

 ⑵「外部の者による評価又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものの評価の実施状況 ● ●
当該結果の開示状況 ● ●
当該結果の記録 ● ●

外部の者による評価又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものの評価の記録 ● ●
当該会議の記録 ● ●

移行支援住居の有無 ●
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（４）「サービス別の項目」への項目追加、変更（続き）

３．サービス内容に関する事項

「サービス別の項目」に項目の追加、変更を行いました。

以下の項目の追加、変更を行いました。
・支援プログラムの内容の公表

・支援プログラムの内容 （※1）

・利用者の生活機能の改善状況等の評価結果の公表
・評価結果 （※1）

（※1）1つ前の項目が「あり」の場合、PDFファイルのアップロード、ダウンロードができます。

入力対象となるサービスは以下となります。

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

支援プログラムの内容の公表 ● ●
支援プログラムの内容 ● ●

利用者の生活機能の改善状況等の評価結果の公表 ● ●
評価結果 ● ●
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（５）「就労継続支援Ａ型における運営状況の評価（スコア）」の表示位置の変更

３．サービス内容に関する事項

「サービス別の項目」に記載されていた「就労継続支援Ａ型における運営状況の評価（スコア）」を１つのカテゴリーとして独立して表示す
るよう変更を行いました。

変更前 変更後

「就労継続支援Ａ型における運営状況の評価（スコア）」を独立して表示すると共に、スコアの公
表有無を廃止し、評価結果のPDFファイルのアップロードを行うよう変更しました。
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（１）「(2)障害福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項」への項目追加

４．事業所運営に関する事項

「(2)障害福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項」に項目追加を行いました。

以下の項目を追加しました。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的
に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業
務継続計画）を策定している

入力対象となるサービスは「全サービス」となります。
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